
第9条　戦争放棄・軍備と交戦権の否認
第11条　基本的人権は憲法が国民に保障。侵

すことのできない永久の権利
第14条　法の下の平等
第19条　思想、良心の自由
第21条　集会・結社・表現の自由、通信の秘密
第22条　居住、移転、職業選択の自由
第24条　両性の平等
第25条　生存権、健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利
第26条　教育を受ける権利
第27条　勤労の権利、義務
第28条　勤労者の団結権
第99条　憲法尊重擁護の義務、首相や大臣、議

員や公務員はこの憲法を尊重し養護
する義務を負う
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